
な
り
と
も
毛
付
を
な
し
た
る
以
上
は
、
務
よ
り
鑓
地

御
償
米
を
得
る
能
は
ざ
る
が
故
に
、
務
は
起
返
し
の

努
力
に
封
し
、
勢
子
米
の
名
義
を
以
て
一
作
毎
に
補

助
を
奥
へ
、
年
々
そ
の
額
を
減
じ
て
、
全
然
回
復
せ

し
め
る
の
で
あ
っ
た
。

へ
ン
チ
セ
ヨ
ヤ
タ
鐙
地
勢
子
役
務
政
の
時
、

鑓
地
起
涯
を
督
助
滋
捗
せ
し
め
る
の
が
そ
の
職
務

で
1

十
村
子
弟
等
の
命
ぜ
ら
れ
る
所
で
あ
っ
た
。

ベ
ン
テ
ン
タ
マ
燐
天
島
羽
咋
郡
安
部
屋
の
磁

に
近
い
島
。

ベ
ン
テ
ン
ジ
マ
鱗
天
島
鹿
島
郡
和
倉
の
海
岸

に
近
く
存
し
、
老
松
の
干
に
排
天
澗
あ
る
を
以
て
稽

せ
ら
れ
た
。
文
化
の
郡
方
調
書
に
は
、
源
泉
よ
り
三

十
聞
神
に
在
っ
て
、
長
十
聞
幅
五
間
程
と
あ
る
。
今

は
埋
立
に
よ
っ
て
地
飽
き
に
な
っ
た
。

ペ
ン
テ
ン
ジ
マ
線
天
島
珠
洲
郡
員
脇
の
内
な

る
嫡
の
部
務
か
ら
西
方
の
神
に
あ
る
島
。
叉
碇
島
と

も
い
ふ
。
能
登
名
跡
志
に
、
『
三
館
山
に
封
し
て
た
ん

と
ろ
島
・
碇
島
と
い
ふ
あ
り
。
秀
景
に
し
て
、
碇
島

は
排
財
天
の
祉
あ
り
。
』
と
記
す
る
。

ベ
ン
テ
ン
ジ
マ
鱗
天
島
珠
洲
郡
鰯
島
の
部
務

の
神
に
在
る
島
。

内
ン
ル
イ
鐙
類
事
保
ご
十
年
か
ら
寛
保
二
年

に
至
る
聞
に
、
加
賀
務
に
起
っ
た
喧
嘩
・
鶴
死
・
鼠
心
・

窃
盤
・
殺
害
・
逃
走
・
捨
子
・
離
婚
等
、
民
事
・
刑
事
に

関
す
る
取
扱
の
先
例
集
で
あ
る
。

ホ

!、
ホ
ア
ン
イ
ン
保
安
院
大
型
寺
務
中
一
第
五
代
前

田
利
遣
の
側
室
井
上
民
の
法
践
。
詳
し
く
は
保
安
院

ヘン
l
l
ホ
ウ

寝
室
妙
欝
大
妨
。

ホ
イ
ロ
バ
シ
婚
健
橋
金
津
端
泉
寺
の
側
な
る

橋
梁
を
い
え
，
た
。
普
此
の
お
乱
遜
に
貸
次
郎
と
言
ふ
者

が
属
住
し
た
の
で
、
箆
次
郎
橋
と
講
し
た
の
を
、
後

に
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。

ポ
ウ
ア
ン
チ
リ
プ
タ
ロ
窓
庵
ち
り
頭
一
加
。

直
山
大
夢
の
授
勾
を
、
そ
の
門
下
晩
能
〈
後
の
文
器
〉

が
集
め
た
潟
本
で
、
そ
の
頃
大
夢
の
腕
時
を
忘
庵
と

稽
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
天
保
十
年
夏
か
ら
十
四
年

春
ま
で
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

ホ
ウ
ウ
ン
イ
ン
法
雲
院
大
串
寺
務
宅
第
近
代

前
田
利
道
の
子
利
貞
の
法
鋭
。
詳
し
く
は
法
裳
院
患

江
宗
摘
章
子
。

ホ
ウ
ウ
ン
ジ
法
雲
寺
羽
咋
郡
柴
垣
に
在
っ
て
、

日
蓮
宗
に
画
す
る
。
元
和
元
年
目
惑
の
建
立
と
い
ふ
。

ホ
ウ
ウ
ン
リ
ヨ
ウ
ト
ウ
鴎
雲
頁
臆
金
拠
仰
天
徳

院
十
代
の
住
持
。
明
和
ご
年
三
月
骨
四
日
寂
。

ホ
ウ
Z
イ
ザ
ン
ホ
ン
コ
ウ
ジ
キ
鳳
柴
山
本
光
寺

記
一
巻
。
金
滞
卯
辰
本
光
寺
の
縁
起
で
あ
る
。

ホ
ウ
Z
イ
シ
賢
一
水
鶴
賀
永
元
年
・
御
郡
奉
行
か

ら
番
上
げ
た
加
賀
・
越
申
の
地
誌
に
関
す
る
集
録
で
、

別
名
を
加
越
萄
蹴
記
と
も
い
ふ
。
叉
異
本
質
永
穏
ご

加
は
、
前
記
の
も
の
に
元
旅
・
亭
保
の
調
査
を
加
ヘ
、

且
つ
鍵
混
記
を
も
審
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

ホ
ウ
Z
イ
ジ
法
英
寺
石
川
郡
中
屋
に
在
っ
て
、

提
宗
東
涯
に
画
す
る
。
も
と
邸
主
郡
南
に
居
た
が
、

明
治
廿
六
年
九
周
今
の
地
に
移
っ
た
。

ホ
ウ
Z
イ
タ
法
策
寺
鳳
至
都
民
良
に
在
っ
て
、

提
宗
西
波
に
毘
す
る
。
山
践
は
経
石
山
。

ホ
ウ
ェ
イ
ジ
法
援
寺
珠
洲
郡
訟
波
に
在
っ
て
、

提
宗
商
援
に
毘
ず
る
。

ホ
ウ
Z

ン
タ
シ
ユ
ウ
方
岡
句
集
一
加
。
袖
申

類
題
と
冠
し
て
あ
る
。
大
阪
の
此
花
庵
箆
宿
が
編
す ， 

る
腕
で
、
梅
室
の
護
句
集
で
あ
る
が
、
宋
に
附
合
も

殺
せ
て
あ
る
。
序
は
嘉
永
六
年
霜
用
訟
陰
索
屋
。
践

は
突
丑
一
陽
旦
鰐
宿
野
史
。
江
戸
須
原
屋
茂
兵
衛
等
・

京
都
丸
屋
普
兵
衛
等
・
浪
花
羽
内
屋
喜
兵
衛
等
寂
。

ホ
ウ
Z

ン
ジ
賓
闇
寺
ハ
一
U

沿
革

l
金
・
揮
下
百

々
女
木
町
に
在
っ
て
、
曹
洞
宗
に
回
す
る
。
も
と
越

前
の
高
搬
に
在
っ
た
も
の
で
、
前
田
利
家
が
府
中
に

治
し
た
時
、
こ
L
に
俄
慈
の
簸
牌
を
安
ん
じ
、
そ
の

寺
儒
大
遜
圭
徐
を
信
用
す
る
こ
と
厚
か
っ
た
。
天

E

九
年
利
家
の
能
資
腕
口
に
湿
っ
た
時
、
圭
徐
を
招
い

て
郊
外
に
亦
健
闘
寺
を
建
て
し
め
た
。
後
に
長
齢
寺

と
改
め
た
も
の
印
ち
是
で
あ
る
。
十
一
年
利
家
金
揮

に
移
旬
、
叉
質
問
寺
を
建
て
L
圭
徐
を
開
組
と
し
た
。

初
め
今
の
乗
六
闘
の
東
隅
に
あ
り
、
供
養
米
草
高
二

百
ご
十
一
一
一
石
ご
斗
五
升
を
寄
池
せ
ら
れ
、
金
揮
に
於

け
る
前
田
氏
最
初
の
審
議
院
で
あ
る
。
寺
記
に
、
『
安

正
十
一
年
突
未
利
家
卿
築
a
城
郭
於
=
加
之
金
棒
吋
朗

子
=
城
之
東
南
之
際
-
耳
目
遺
品
立
質
問
踏
寺
ゴ
冨
々
。
曾

依
=
瑞
夢
之
感
吋
城
門
奥
=
寺
門
-
相
封
。
山
撹
=
殻
闘

山
4

』
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
最
初
の
紋
況
で
あ
る
。

元
和
元
年
接
地
の
際
寺
領
は
減
じ
て
ご
百
十
三
石
六

斗
に
な
り
、
六
年
そ
の
地
に
奥
村
築
明
を
置
い
た
か

ら
、
寺
を
小
立
野
百
々
女
木
一
一
品
千
六
百
坪
の
地
に

移
し
た
。
後
務
は
大
坂
役
に
於
け
る
戟
死
者
を
弔
は

ん
が
鑓
に
、
嗣
鎗
銀
を
笥
越
し
て
、
士
民
に
貸
附
利

殖
せ
し
め
た
か
ら
、
寺
産
大
に
飽
か
で
あ
っ
た
。
寺

貨
は
寛
文
九
年
前
回
綱
紀
之
を
再
建
し
、
質
勝
九
年

叉
櫨
災
し
、
=
一
年
の
後
に
復
興
、
明
治
元
年
祝
融
に

躍
っ
て
、
後
僅
か
に
再
興
す
る
こ
と
を
得
た
。
叉
塔

頭
に
永
昌
寺
が
あ
っ
て
、
慶
長
十
八
年
麗
山
繁
臨
の

創
め
る
腕
で
あ
っ
た
が
、
今
は
無
い
o

c
コ
世
代
l
笛
寺
の
住
備
は
、
閉
山
大
遜
圭
徐
、
ご

代
象
山
徐
芸
、
=
一
代
鹿
山
恕
鴎
、
四
代
盛
山
紫
臨
、

圃圃

五
代
泰
山
震
発
、
六
代
開
室
徐
夫
、
七
代
傑
山
霊
英
、

λ
代
用
噴
出
白
、
九
代
丹
嶺
温
泉
、
十
代
心
室
隆
玄
、

十
一
代
芳
山
猿
聯
、
十
ご
代
滋
賀
瑞
晃
、
十
一
一
一
代
金

源
苑
稿
、
十
四
代
大
用
態
照
、
十
五
代
一
如
孝
限
、

十
六
代
寂
庵
道
光
、
十
七
代
宣
道
契
心
、
十
入
代
番

外
石
閥
、
十
九
代
E
海
匡
様
、
ご
十
代
石
底

E
道、

サ
一
代
群
雲
千
英
、
廿
ご
代
悟
庵
顕
道
、
サ
=
一
代
天

外
濁
躍
、
骨
四
代
僻
山
海
印
、
サ
王
代
林
憩
俊
岡
、

サ
六
代
慈
期
九
峰
、
サ
七
代
活
翁
建
調
、
サ
八
代
捷

路
大
仙
、
サ
九
代
一
統
大
牛
、
=
一
十
代
如
瑛
玉
閥
、

=
一
十
一
代
大
挙
宣
雄
、
一
一
一
十
二
代
関
秀
番
外
、
三
十

三
代
大
機
玄
束
、
三
十
四
代
太
室
宗
桓
を
経
て
、
瑞

巌
源
瑚
に
去
り
明
治
期
に
入
る
。

ホ
ウ
Z

ン
ジ
賓
園
寺

4
チ
ョ
ウ
レ
イ
ジ
長

齢
寺
。ホ

ウ
Z

ン
タ
費
国
寺
越
前
府
中
の
郊
外
商
淑

に
在
っ
て
無
縁
の
諸
国
寺
で
あ
る
が
、
実
正
三
年
前
田

利
家
・
佐
々
成
政
・
不
破
光
治
の
そ
の
地
を
領
す
る
に

及
び
、
寺
主
大
遜
圭
徐
に
鴎
依
し
て
、
十
周
ご
日
之

が
再
興
を
命
じ
た
。

ホ
ウ
Z

ン
ジ
法
固
寺
江
沼
郡
上
原
に
在
っ
て
、

提
宗
東
液
に
鹿
す
る
。

ホ
ウ
Z

ン
タ
法
園
寺
洞
北
部
入
国
に
在
っ
て
、

提
宗
大
谷
波
に
臨
す
る
。
も
と
道
場
で
、
明
治
二
年

寺
脱
を
公
務
し
た
。

ホ
ウ
Z
ン
タ
ウ
ラ
号
ン
費
国
寺
裏
門
金
裸
費

回
寺
の
後
方
鈴
谷
に
商
し
た
既
に
も
と
門
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
礎
石
は
非
常
に

E
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

護
し
寛
文
九
年
前
回
綱
紀
が
再
建
を
命
じ
た
時
、
馬

坂
口
に
改
め
て
山
門
を
遺
普
し
、
従
前
の
表
門
を
裏

門
と
し
た
誼
挫
で
あ
る
。

ホ
ウ
Z

ン
ジ
シ
号
シ

F
ウ

y
モ
y
ド
ウ
下
調
堂
。

七
回
一

費
回
寺
下
嗣
堂


